
保育の質の向上に向けた取組  

 

１  私立認可保育所  巡回指導の実施                    

   子育て支援課保育計画指導係に保育士２名配置  

   ⇒ 私立認可保育所１９園、私立認定こども園１園、認証保育園１６園

巡回指導（保育内容、人員配置、保育士指導など） 

     主な内容 

     ・リーダーやサブリーダーなど担任保育士の役割分担の明確化 

     ・高月齢児と低月齢児とをグループ分けした保育の実施 

     ・子どもの遊びに着目した保育スペースの仕切り方  など 

 

２  地域型保育事業（家庭的保育事業・小規模保育事業・事業所内保育事業）

巡回指導の実施  

   子育て支援課保育入園係に保育士３名配置（入園相談対応２名含む）  

   ⇒ 家庭的保育事業者５人・小規模保育事業所 1 カ所・事業所内保育事

業所 1 カ所 巡回指導（保育内容、体調管理、業務管理など） 

     主な内容 

     ・保育計画・指導計画等の立て方 

     ・おもちゃ等の遊具の配置 

     ・おむつ交換スペースなど衛生上の配慮 など 

 

３  保育園・幼稚園・小学校との連携した取組                

 ・保幼小の接続期カリキュラムの作成 

   ５歳児の９月以降の実践、１年生のスタート時の実践等について協議・

検討を行い、保幼小の接続期における子どもの段階的な意欲や態度の育成

を目指すもの 

  ⇒ 保育士、幼稚園教諭、小学校教諭による検討委員会を創設  

    平成２７年度末作成予定 

 ・研修制度の充実 

幼稚園教諭の保育園実習・保育士の幼稚園実習 

   幼稚園教諭は就学前教育としての保育園での保育の様子を知ることによ

り、保育士は幼稚園の就学前教育の様子を知ることにより、同じ地域に住

む幼児それぞれの様子や集団生活の実態を理解するとともに、幼保の教育

内容の類似点・相違点について学ぶことを目的とする。  

・保幼小連絡会・地区別合同研修会 

  全体の連絡会 年間２回 

地区別合同研修会 京橋・日本橋・月島の地域ごとに保育・授業参観、情

報交換などを目的とした研修会を年間１～２回実施 
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